
質問 回答

1
　県の補助金と国のキャリアアップ助成金等の助成
金・補助金は、同時に受給することができるか。

　県の補助金と、国等の「雇入れ」や「人材育成（訓
練等）」に関する助成金・補助金等は、同時に受給す
ることはできません。
　ただし、国のキャリアアップ助成金や人材開発助成
金等は、対象を雇用者個人としているため、対象者が
異なる場合は、同一事業者が県の補助金と国の助成金
等の両方を受給することが可能ですので、同時に受給
しようと考えている場合は、県労働政策課までお問い
合わせください。

2
　研修における指導者の人数は、何人でも補助金の対
象となるのか。

　研修に関わる指導者の人数について、制限等は設け
ておりませんので、何人でも構いません。
　なお、補助金の対象は、実際に指導に要した時間の
みとなります。

3
　コロナの影響による離職であることは、どのように
確認するのか。また、自己都合による離職者も対象と
なるのか。

　コロナの影響による離職であるかは「令和2年1月24
日以降に離職」されたかどうかにより判断します。こ
のため、離職の理由は問いません。

4
　補助金の対象となるのは、研修を実施した分の賃金
相当額となっているが、指導者と研修受講者、双方の
賃金相当額が対象となるのか。

　補助対象経費となる人件費については、指導者及び
研修受講者の双方の賃金相当額(時間給・基本給分の
み、諸手当等は除く)が対象となります。
※指導者の賃金相当額は、OJT、OFF-JTを行った指導時
間数が対象となります。

5
　求人の申込みは、県への登録完了後に実施すればよ
いのか。

　求人の申込みについては、県へ申込様式「参画事業
主登録票」を提出いただいた後に、実施してくださ
い。
　なお、県が申込書を確認後、受理した旨の通知をお
送りしますので、その通知が届けば登録完了とお考え
ください。
　また、求人の際は、①「和歌山県離職者の再就職支
援事業」求人であること、②採用から2か月以内の研修
を実施する旨を明示してください。

6 　申込様式への実印の押印は必要か。 　申込様式への押印は不要です。

7
　離職者の都合による欠勤等により、2か月以内に160
時間以上の研修が実施できなかった場合は、補助対象
外となるのか。

　雇入れの日から2か月以内に、160時間以上の研修が
実施できなかった場合は、その理由の如何を問わず、
補助対象外となります。

8
　外部、社外の講習を受講した場合の経費は補助対象
か。

　外部講師を招いての研修や社外の講習を受講した場
合でも補助対象となります。

9
　申請書中、常用雇用する労働者の数は非正規も含む
か。

　申請書の常用雇用する労働者の数には、正規のみを
記載してください。

10
　本事業における1事業主あたりの申請人数に上限はあ
るのか。

　1事業主あたりの申請人数に上限はありません。

11 　今後離職される方も対象になるのか。

　今後離職される方も、以下の要件に該当する場合は
対象となります。

（対象となる離職者）
①②③の全てに該当する方
　①令和2年1月24日以降に離職された県内在住の方
　②ハローワーク・民間職業紹介事業者等から求人事
　　業主の紹介を受けた日又は労働者募集に応募した
　　日において失業状態にあった方
　③ア又はイに該当する方
　　ア　離職日及び雇入れ日において県内に住所を有
　　　　する方
　　イ　県外在住の本県出身者で、コロナの影響下に
　　　　おいてUターン就職される方
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12
　県への登録よりも前に出している求人票がある場
合、この求人票とは別に、この補助事業のための求人
票を出す必要があるか。

　県への登録よりも前に公開している求人票がある場
合、その求人票の変更（①「和歌山県離職者の再就職
支援事業」の求人であること、②雇入れの日から2か月
以内に研修を実施する旨を特記事項へ追記）を行え
ば、新たな求人票を出す必要はありません。

13 　補助の対象外となる業種はあるのか。

　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第2条第4項に規定する接待飲食等営業や同条第5項に規
定する性風俗関連特殊営業等の業種については補助対
象外となります。
　ただし、対象となる業種であっても、対象外となる
業種を営む事業主である場合は、補助対象外となりま
す。

14
　研修を実施した日数分の研修日誌を提出しなければ
ならないのか。

　研修日誌については、研修を160時間以上実施したこ
とを確認するための資料となりますので、研修を実施
した日数分は必ず提出してください。

15 　指導者は職場の上司でよいのか。
　OJTを実施できるのであれば、指導者について特に制
限はなく、職場の上司でも構いません。

16
　研修に必要なテキストやホワイトボード等の備品の
費用も補助対象となりますか。

　研修で必要となるテキスト、消耗品、講師謝金等の
費用については補助対象となりますが、備品について
は補助対象外となります。

17
　研修について、OFF-JTとOJTの時間配分に規定はある
か。

　研修については、OFF-JTとOJTの組み合わせによる
160時間以上の研修を行っていただく必要はあります
が、OFF-JTとOJTの時間配分について制限はありませ
ん。

18
　過去に雇用していた者を雇入れした場合、本補助金
の対象となるか。

　雇い入れの前日から起算して過去3年間において、以
下の①～④のいずれかに該当する方は、補助対象とな
りません。
　①雇入れ事業主と雇用の関係にあった者
　②出向、派遣、請負、委任の関係により雇入れ事業
　　主の事業所において就労したことがある者
　③雇入れ事業主の事業所において、通算して３月を
　　超えて訓練、実習等を受講等したことがある者
　④雇入れ事業主が実施した職場適応訓練を受けたこ
　　とのある者


